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 住民環境課 からのお知らせ

　役場まで来られない方のために次の日程で各地区公民館での申請受付を行います。ご希望の方は、住民環
境課または地区公民館へ事前にご予約ください。

①本人確認書類（運転免許証、パスポート、健康保険証、介護保険証など）
　※健康保険証、介護保険証など顔写真のないものをご利用の場合は、２種類の本人確認書類が必要です。
②通知カード
③令和３年１月から３月頃までに送付されたマイナンバーカード申請書
④住民基本台帳カード
　※②～④は、お持ちの方のみで結構です。
　※本人確認をして顔写真を撮りますので、必ずご本人がお越しください。

1. 上の【申請に必要なもの】を職員にお渡しください。
2. 必要書類に氏名、住所、カードに登録する暗証番号（※）などを記入していただきます。
　スムーズに申請を進めるため、事前に暗証番号を考えておいてください。
3. 職員が書類を確認後、顔写真を撮影します。
4. 職員がカードについて説明を行い、申請は終了です。
※カードは、申請した日から約1か月後にご自宅へ郵便書留にてお届けしますので、再度役場にお越しいた
　だく必要はありません。

【申請に必要なもの】

【申請の流れ】

※カードに登録する暗証番号とは

各地区公民館でマイナンバーカードの申請を受け付けます

　マイナンバーカードには、裏面の IC チップに電子証明書（署名用電子証明書・利用者証明用電子
証明書）が搭載されており、各種電子申請などを行うことができます。
・署名用電子証明書：インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します。（例：e-Tax
　　　　　　　　　　などの電子申請）「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なもの
　　　　　　　　　　であり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
・利用者証明用電子証明書：インターネットのウェブサイトなどにログインする際に利用します。
　　　　　　　　　　　　　（例：マイナポータルへのログイン）「ログインした者が、利用者本人
　　　　　　　　　　　　　 であること」を証明することができます。
　暗証番号は、電子証明書ごと、アプリごとに設定されており、それぞれの仕組みを利用するため
に必要となります。また、暗証番号を設定することで、第三者のなりすましを防ぎます。
①署名用電子証明書暗証番号　　　　…大文字アルファベットと数字混合６桁～16桁
②利用者証明用電子証明書暗証番号　…数字４桁
③住民基本台帳用暗証番号　　　　　…数字４桁
④券面事項入力補助用暗証番号　　　…数字４桁
※②～④は同じ暗証番号を設定することもできます。

12月13日㈪
12月14日㈫
12月15日㈬
12月16日㈭
12月17日㈮

 ９時～12時
 ９時～12時
10時～13時
 ９時～12時
 ９時～12時

と き と こ ろ 予約先電話番号
アクティブ大鐸

北浦公民館
豊島公民館
大部公民館
四海公民館

62-0704
65-2050
68-2050
67-2050
64-5050

住民環境課
62-7003

【通知カード】
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　仕事や学校などで平日に役場に来られない方には、マイナンバーカードの申請、交付、マイナポイントの
登録などについて月１回休日受付を行っています。今月の受付は12月12日㈰、来月は１月９日㈰です。なお、
休日受付には、事前に予約が必要です。

　令和３年４月末までにマイナンバーカードを申請した方を対象としたマイナポイント事業は、令和３年
12月末で終了します。マイナンバーカードのお受け取りやマイナポイントのお申し込みがまだの方は、お
早めにお申し込みください。
※マイナポイントのお申し込みは１人１回です。

▶と　き／12月21日㈫　８時30分～17時
▶ところ／町役場３階　防災対策室

▶と　き／12月22日㈬～25日㈯　８時30分～20時
▶ところ／町役場４階
▶備　考／
　・４階へは、１階エントランス正面のエレベーターをご利用ください。
　・期日前投票をされる方は、投票所入場券（はがき）裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめ
　　記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
　・有権者であれば、入場券がなくても投票できます。

・灘山地区　　　９時～16時
・豊島地区　　　７時～18時
・その他の地区　７時～19時

　重度の身体障がいなどにより移動が困難で投票に行けない方が、自宅など現在いる場所で投票用紙に記載
して郵便などにより投票する制度があります。一定の条件がありますので、事前にお問い合わせください。

　投票所では、基本的な感染症対策に取り組んだうえで選挙を実施します。有権者の皆さまには、「マスク
着用・咳エチケット・手指の消毒・来場前後の手洗いうがい」といった感染症対策や、当日の投票所の混雑
緩和のため、期日前投票の積極的な利用にご協力ください。

【予約・問い合わせ先】住民環境課　☎62-7003
　　　　　　　　　　  マイナンバー総合サイト
　　　　　　　　　　  https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

【休日受付のお知らせ】

【マイナポイント事業は令和３年12月末まで】

【立候補届出】

【期日前投票】

【選挙当日の投票時間】

【郵便などによる不在者投票】

【新型コロナウイルス感染症対策】

 総務課 からのお知らせ

土庄町長選挙および土庄町議会議員補欠選挙のお知らせ
　土庄町長選挙および土庄町議会議員補欠選挙を次のとおり行います。

●選挙期日（投票日）　  12月26日㈰
●公示日　　　　　　　12月21日㈫

【問い合わせ先】　土庄町選挙管理委員会　☎62–7000
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【問い合わせ先】税務課　☎62-7001

　償却資産とは、個人や法人で事業を行っている方（工場や商店、農業、サービス業などの事業を営んでい
る方）が、その事業のために使用する構築物、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具・備
品などの有形固定資産のことで、土地や家屋と同じく固定資産税が課税されます。
　償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、賦課期日（1月1日）現在に所有して
いる償却資産について、所在する市町村に申告していただくことになっています。

わがまち特例（地方税法附則第15条などに
定める課税標準の特例）

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
の
状
況
に
基
づ

い
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
と
き
は
税
務

課
に
届
け
出
を
お
願
い
し
ま

す
。

①
新
築
・
増
築
を
し
た
と
き

　

新
築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋

（
住
宅
、
倉
庫
、
店
舗
、
事
務

所
な
ど
）は
、
固
定
資
産
税

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
家
屋

に
か
か
る
固
定
資
産
税
の
税

額
を
計
算
す
る
た
め
、
原
則

と
し
て
町
の
職
員
が
訪
問
し
、

家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
。
新

築
・
増
築
し
た
と
き
は
、
お

早
め
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

②
取
り
壊
し
を
し
た
と
き

　
家
屋
の
一
部
も
し
く
は
全

部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、

す
み
や
か
に
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
登
記
さ
れ
て
い
る

建
物
を
取
り
壊
し
て
法
務
局

で
滅
失
登
記
し
た
場
合
は
、

町
へ
の
届
け
出
は
不
要
で
す
。

③
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
を

　
変
更
す
る
と
き

　

売
買
や
相
続
、
譲
渡
な
ど

で
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
の

変
更
を
さ
れ
る
方
は
、
所
有

者
変
更
の
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
手
続
き
を
し

な
い
と
、
翌
年
度
以
降
も
旧

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

④
建
物
の
登
記
に
つ
い
て

　

建
物
の
新
築
や
増
築
、
取

り
壊
し
な
ど
に
つ
い
て
は
、

不
動
産
登
記
法
に
よ
り
登
記

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
登
記
の
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
高
松
法
務
局
不
動
産
登

記
部
門
（
☎
０
８
７–

８
２
１

–

６
１
９
１)

に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

   

税
務
課  

☎
６
２–

７
０
０
１

土
地
・
家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

～
家
屋
の
新
増
築
・
取
り
壊
し
は
届
け
出
を
～

土
地
・
家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

 税務課 からのお知らせ

　１月１日現在、町内に事業用の償却資産を所有
または賃貸している方。

免税点：定率法償却により換算した帳簿価額の合計
　　　　が150万円未満の場合は課税されません。
税　率：1.4％

　地方税法の一部改正にともない、地域決定型地
方税特例措置（わがまち特例）が導入されました。
償却資産のうち、取得年月日など一定の要件を満
たすものを対象に課税標準額を減免します。詳細
は税務課にお問い合わせください。

□マイナンバー（個人番号または法人番号）の記
　入が必要です。
□免税点未満の方でも、申告は必要です。
□前年度の申告から資産の増減がない場合も申告
　をしてください。また、該当資産がない場合も、
　資産保有状況の確認のために申告をお願いする
　ことがありますので、ご協力をお願いします。
□所有権留保付割賦販売による資産（分割払いの
　代金完済をもって売主から買主に所有権を移転
　するもの）の場合は、原則として買主の方が申
　告してください。
□新規で申告される方は、申告書などを送付しま
　すので、税務課にお問い合わせください。

申告期限は令和４年２月１日㈫まで
償却資産（固定資産税）の申告はお早めに！

償却資産の申告をしていただく方

固定資産税の対象となる償却資産

償却資産にかかる固定資産税の免税点・税率

その他の注意事項
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人権推進室からのお知らせ

第73回人権週間
12月4日～10日は「人権週間」です
　「人権週間」は、国連総会において世界人権宣言
が採択された昭和23年12月10日を記念に作られ
ました。
　「人権」は、人間が人間らしく生きる権利であり、
生まれながらに持っています。全ての人が個人とし
て尊重される平和で豊かな社会を実現しましょう。
　不当な差別、いじめ、インターネットでの誹謗
中傷・プライバシー侵害など、人権上の問題を感
じることがあれば、人権相談所または地元の人権
擁護委員、無料相談ダイヤルにお気軽にご相談く
ださい。相談は無料で、秘密は固く守られます。

【相談ダイヤル】
・差別、虐待、パワーハラスメントに関する相談
　みんなの人権110番　☎0570-003-110
・女性の人権に関する相談・情報
　女性の人権ホットライン　☎0570-070-810
・子どもの人権に関する相談・情報
　子どもの人権110番　☎0120-007-110

　
昨
年
２
０
２
０
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
一
色
で
、
感

染
対
策
が
功
を
奏
し
て
い
た
の
か
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
Ｒ
Ｓ

ウ
イ
ル
ス
と
い
っ
た
、
例
年
秋
か
ら
冬
に
流
行
す
る
感
染
症
が

す
っ
か
り
姿
を
消
し
て
い
た
年
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の
間
で

も
、
感
染
症
の
大
き
な
流
行
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
今
年
は
、
そ
の
反
動
の
よ
う
に
、
例
年
見
ら
れ
な
い
時
期
に

Ｒ
Ｓ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
全
国
的
に
大
流
行
し
ま
し
た
。
小
豆

島
も
例
外
で
は
な
く
、
例
年
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
規
模

で
大
流
行
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
警
戒
し
て
い
る
の
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

で
す
。
昨
年
全
く
流
行
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
今
年
は
流
行
の

規
模
が
大
き
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昨
年
心
配
さ
れ
な
が

ら
幸
い
に
も
な
か
っ
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
同
時
流

行
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
感
染
源
が
多
く
の
場
合
大
人
で
あ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

と
異
な
り
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
子
ど
も
の
集
団
で
も
流
行
し

ま
す
。
例
年
、学
級
閉
鎖
が
相
次
ぐ
の
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。

治
療
薬
が
あ
る
と
は
い
え
、
か
か
る
人
が
多
い
と
重
症
化
す
る

人
も
増
え
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
予
防
が
重
要
で
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
は
、
ワ
ク
チ
ン
が
あ
り
ま
す
。
接
種
し

て
も
絶
対
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
病
を
予
防
す
る
こ
と
や
、
発
病
後
の
重

症
化
を
予
防
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
一
定
の
効
果
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
感
染
対
策
と
し

て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
必
要
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ

ま
め
な
手
洗
い
や
手
指
消
毒
、
マ
ス
ク
、
人
混
み
や
感
染
流
行

地
へ
の
不
要
不
急
の
外
出
を
な
る
べ
く
避
け
る
、
食
事
や
睡
眠

を
し
っ
か
り
と
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
基
本
的
に
様
々
な
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
対
し
て
有
効
で
す
。
慣
れ
て
き
て
、
疎
か
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
か
？
正
し
く
で
き
て
い
る
か
、再
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
感
染
症
予
防

　
　
　
　
　
～
特
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
～

【
子
ど
も
の
健
康
相
談
室
】

小
豆
島
中
央
病
院
小
児
科
山
本
真
由
美
先
生

教育総務課からのお知らせ

　町内に２年以上住所を有する高等学校および大
学への進学希望者で、経済的理由により就学が困
難な方を対象に奨学資金の貸し付けを行います。
◇貸付額（月額）
　高等学校（高等専門学校含む）　10,000円
　大　　学（短期大学含む）　　　30,000円
◇申込期限
　令和４年３月18日㈮まで

【申込・問い合わせ先】
　教育総務課　☎62-7012

◦小・中学校修学援助制度
　町内の小・中学校に在学しているお子さんの保
護者を対象に、経済的な理由で就学が困難な場合
に学用品費や給食費などの援助を行います。
　なお、新入生については、入学説明会の際にご
説明します。
◦特別支援教育就学奨励費制度
　町内の小・中学校の特別支援学級に在籍してい
る児童・生徒の保護者を対象に、学用品費や給食
費などを世帯の所得に応じて援助します。

【問い合わせ先】
　教育総務課　☎62-7012

奨学資金貸付のご案内

就学援助制度のご案内
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総務課からのお知らせ 生涯学習課からのお知らせ

　新庁舎の開庁後、総務課と税務課で試験的に実
施してきました外線電話の録音機能につきまして、
令和４年１月11日㈫から、全庁（議会事務局およ
び商工観光課を除く）で運用する予定です。
　この録音機能は、住民の皆さまからいただく電
話内容に対して、聞き逃しを減らしたり、職員の
電話応対の質を向上させるために使用したりと、
有用な効果が得られるものです。
　町役場に電話をおかけいただきますと、はじめ
に音声アナウンスが流れます。住民サービス向上
のため、ご理解をお願いします。

【問い合わせ先】総務課　☎62-7000

　東京2020オリンピック聖火リレーで使用した
トーチを町役場１階ロビーにて展示中です。聖火
ランナーが使用したトーチを間近で見ることがで
きますので、ぜひご覧ください。
◇展示期間／12月28日㈫まで（土・日、祝日を除く）
◇展示時間／８時30分～17時
◇展示場所／町役場１階ロビー
※展示物に触れることはできませんので、ご了承
　ください。

【問い合わせ先】生涯学習課　☎62-7013

庁舎での電話に関するお知らせ 東京2020オリンピック
聖火リレートーチを展示しています

　平成30年12月の地域おこし協力隊着任以来、アウトドアを通じた観光振興に携わってきた立屋一美さん
が３年間の任期を終え、卒業しました。３年間の活動写真とともに、立屋さんから町民の皆さまへのメッセー
ジをご紹介します。

地域おこし協力隊　立屋一美さんが卒業しました

【立屋さんからのメッセージ】
　土庄町地域おこし協力隊の立屋です。
　私は令和３年11月末日をもって、３年間の任期を満了しました。平成30年12月から豊島で活動を
開始、観光協会で瀬戸芸のお客様対応をし、令和２年４月からはアウトドアでの地域振興のため小豆
島側に拠点を広げました。小豆島側では、モンベルとの地域提携、ハイキングやアウトドア体験会な
どのイベント開催、皇踏山ハイキングマップの作成などを行ってきました。どちらでの活動も地域の
方々のお力添えがなければ、ここまで出来なかったと思っています。関わってくださった皆さまへ大
変感謝しております。
　引き続き、地域の方々のご指導とご協力を得ながら、小豆島でのアウトドア振興に力を入れていく
予定です。3年間本当にありがとうございました。
                                                      　　　　　　　　　土庄町地域おこし協力隊　立屋　一美

①皇踏山ハイキングマップ
②第２回石の島ハイキング
③豊島での椅子作り
④皇踏山ハイキング
⑤石の島勉強会

ハレヶ山商店
Instagram ⇒
※今 後 の 活 動 は
　こちらからご覧
　いただけます。

①

③ ④ ⑤

②
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　　　　　 　地域包括支援センターだより

「土庄町お助け協力店」をご存知ですか

健康福祉課からのお知らせ暮らしの総合行政相談所
特定健診・後期高齢者健診は

12月末で終了です
※特定健診：土庄町国民健康保険に加入している
　　　　　　40～74歳の方
　健康が気になる今だからこそ定期的に健診を受
けましょう。
　また、健診を受けると「マイチャレかがわ！」
の健康ポイントが付与されます。

【問い合わせ先】
　健康福祉課保健センター　☎62-7002

◎受診の際は、新型コロナウイルス感染
　症対策にご協力をお願いします
・発熱や風邪症状など体調がすぐれない時は、
　体調が回復してから受診してください。
・受診する際は、手洗い・手指の消毒やマス
　クの着用を含む咳エチケットなどにご協力
　ください。
・質問票（受診券裏面）は自宅で記入し、滞
　在時間の短縮にご協力ください。

　相続や税金、年金、道路、雇用、社会福祉など、
日頃の生活の中での疑問、お悩みに専門家がお答
えします。お気軽にご利用ください。秘密は厳守
します。
　なお、弁護士、司法書士、税理士および社会保
険労務士へのご相談は事前予約が必要です。
◇と　き／12月16日㈭　12時～15時30分
　　　　　（受付終了：15時）
◇ところ／中央公民館　
　　　　　※豊島公民館でもテレビ電話によりご
　　　　　　相談いただけます。
◇相談料／無料
◇予約期間／
　12月7日㈫～14日㈫　９時～17時　
　（土・日除く）
　※予約は先着順で受け付けます。

【予約・問い合わせ先】
　総務省四国行政評価支局行政相談課
　☎087-826-0674

　高齢者の方の自立した日常生活を支援するため、宅配サービスなどを行っているお店の中で、高齢者の方
の見守りにも協力していただけるお店のことです。

【問い合わせ先】土庄町地域包括支援センター（健康福祉課内）
☎62-7002　　　　　　　　

　交通の便が悪い、重い荷物を運べないなど、日常の買い物などの生活が困難な方への支援と、高齢者など
の見守り活動に協力していただける事業所を随時募集しています。ぜひご応募ください。詳しくは、地域包
括支援センターまでお問い合わせください。

　～「土庄町お助け協力店」一覧表を広報とのしょう12月号に折り込みしています～
　町内の買い物支援と、高齢者などの見守り活動に協力していただける協力店をまとめた「土庄町お助け協
力店」を町ホームページに掲載しています。買い物などお困りのことがあった時にお役立てください。なお、
ご注文やお問い合わせは、ご利用される方が直接お店にご相談ください。

https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/sangyo/725.html

◦お助け協力店とは

◦事業者の方へ  ～「土庄町お助け協力店」随時募集中～

◦買い物などでお困りの方へ
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土庄町地域おこし協力隊　児戸　源太地域おこし協力隊コーナー
　今年の７月から畜産振興の担当として地域おこし協力隊に着任しました児戸源太です。
　現在、土庄町内の畜産農家さんは小豆島、豊島、小豊島の６軒で、畜産農家には子牛を出荷する繁殖農家
と、子牛を大きくなるまで育て出荷する肥育農家の2種類の農家に分別されます。小豆島オリーブ牛は、肥
育農家さんの所で200ｇ以上の小豆島産のオリーブ飼料を２か月以上与えた牛（出荷時の月齢が28か月以
上）が小豆島オリーブ牛として出荷されます。
　私は、前職で牛乳を搾って出荷する酪農家さんの元で働いていました。その時の経験や資格を活かして、
現在地域おこし協力隊として活動しています。活動内容は、牛の世話
や健康状態の飼養管理、機械や設備の施設管理、SNS などを通した
広報活動をしています。
　小豆島オリーブ牛の知名度はまだまだ高いとは言えません。今後は、
知名度アップに繋がるような小豆島オリーブ牛の皮を利用した製品を
開発する活動をしていきたいです。また、畜産農家さんの労務軽減や
出荷頭数の増加など農家さんのメリットになるような活動、行政と農
家さんの架け橋になるような活動をしていきたいと思います。

　ボッチャやカローリングを体験します。参加費
は無料ですので、運動が苦手な方も、ぜひお越し
ください。１回だけの参加も可能です。
◇と　き／令和４年１月23日㈰・２月23日（水・  
　　　　　祝）・３月27日㈰
　　　　　13時～14時30分
◇ところ／フレトピアホール
◇対象者／障がいのある方とそのご家族、介助者
◇定　員／15名
◇持ち物／動きやすい服装、上履き、飲み物、
　　　　　タオル
◇主　催／（福）かがわ総合リハビリテーション
　　　　　事業団

【申込方法】
　各回の１週間前までに申込書を FAX、郵送など
で提出してください。電話によるお申し込みも受
け付けています。
　申込書は土庄町健康福祉課で配布しているほか、
土庄町ホームページからダウンロードできます。

【申込・問い合わせ先】
　かがわ総合リハビリテーション福祉センター　
　〒761-8057　高松市田村町1114番地
　☎087-867-7686
　FAX 087-867-0420

　ひきこもりの当事者や家族、支援関係者が出会
い、対話や交流をする場として一般社団法人ひき
こもり UX 会議による「ひきこもり UX ラウンジ」
が開催されます。
　ひきこもり当事者の体験談を聞いた後、テーマ
を分けて小規模の交流会（ひきこもり当事者、女
性のひきこもり、家族・支援者）があります。
　お気軽にご参加ください。

【高松会場】
◇と　き／12月22日㈬　13時30分～16時30分
◇ところ／サンポートホール高松５階
◇定　員／50人（先着順）
※参加費無料、予約不要

【丸亀会場】
◇と　き／12月23日㈭　13時30分～16時30分
◇ところ／丸亀市市民交流活動センター
　　　　　マルタス１階・２階
◇定　員／50人（先着順）
※参加費無料、要予約
◇申込先／
　丸亀会場に参加をご希望の場合は、12月20日㈪
までに電話または申込フォームからお申し込みく
ださい。
・香川県障害福祉課　☎087-832-3294
・申込フォーム　
　https://forms.gle/6HF4t3d7NR9
　J8jcCA

障がいのある方向けの
小豆島スポーツ教室を開催します

「ひきこもり UX ラウンジ
in 高松＆丸亀」のご案内
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まち　わだいTown Topicsの

Town  Topics

Town  Topics

　この度、新たな地域おこし協力隊として、小川
愛
な る

生
み

さんを委嘱しました。
　小川さんが担当するのは、移住・定住促進および
情報発信、イベントの企画立案といった活動です。
都会からの移住先として小豆島・豊島が注目を集
め、移住者のニーズも多様化していく中、広告業界
での勤務経験を持つ小川さ
んの活躍が期待されます。
　現在、町では7名の地域
おこし協力隊が活動してい
ます。それぞれのスキルを
活かし、目標に向かって活
動する隊員に、温かいご声
援とご協力をお願いします。

　「土庄町人権フェスタ2021」がフレトピアホールで開催されました。
　新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、昨年度に引き続き今回も規模を半日に縮小して行われ、
当日は約900名の方々にご参加いただきました。
　オープニングでは、町内保育所・こども園５歳児が踊りを披露し、会場を盛り上げました。
　また、松村元樹さんによる「差別をしな
い・支えない・なくす努力を学ぶこと～イ
ンターネットと人権・部落問題から考える
～」と題した講演や、町内小学校６年生に
よる「ミニこころのつどい」、町内中学生に
よる「こころのつどい」などを通して、人権
意識を見つめ直す良い機会となりました。

　小豆郡内の小・中・高の児童生徒の代表が集ま
り、小豆郡の現状や将来の地域、学校の課題など
をテーマに話し合う「しょうどしま・こどもサミッ
ト」が開催されました。
　第２回目となる今回は、「SDGs」をテーマに、
各学校が事前に行った独自の調査や検討結果を発
表し、その後全体協議で意見を交わしました。
　アルミ缶やペットボトルの回収、ごみのリサイク
ルなど小学生から高校
生まで共通にできる活
動に焦点が集まり、各
校から様々な意見が出
され、活発な議論が繰
り広げられました。

　冬の風物詩、「芋づるの塔」が伊喜末地区の県道
沿いにお目見えしました。
 この塔は四海地区特産のさつまいものツルを乾燥
させ、堆肥として活用するもので、先人の知恵を
継承するため地元住民や子どもたち、町職員が毎
年制作しており、今年も２つの塔が完成しました。
また、夜にはイルミ
ネ ー シ ョ ン が 施 さ
れ、人々を楽しませ
ています。

　町と包括連携協定を結んでいる京都産業大学の
現代社会学部塩谷ゼミの学生が、 「小豆島　島鱧®」
のブランド力向上を目的としたプロジェクトの活
動報告を四海漁協で行いました。
　学生たちは、これまで SNS やインターネットを
活用し、若者ならではの視点から活動を行ってきま
した。今回の発表会
では、これまでの活
動を報告したほか、
今後の課題・計画を
発表しました。

11/12　地域おこし協力隊を委嘱しました

11/20　土庄町人権フェスタ2021

11/6　第2回しょうどしま・こどもサミット11/6　伊喜末に芋づるの塔が完成

 11/13・20  「小豆島　島鱧 ®」
ブランド力向上を目指して

■身近な出来事や話題など、皆さまからの情報をおまちしています。　企画財政課 ☎62−7014

は も
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　土庄町役場では、本庁舎および
出先機関において５月１日から10
月31日までクールビズ（ノー上着、
ノーネクタイ）で勤務を行います。
　▶問い合わせ先／
　町役場企画課　☎62-7014

午前 9 時～午後 6 時

毎週月曜日、
12月29日㈬～1月3日㈪

（水曜日は午後7時まで）
休 館 日

開館時間
☎62−0273

新 し い 本図書館コーナー

催 し も の
●古文書を読む会
　12月14日㈫・21日㈫  ９時30分
●石ころ DOTART 展
　12月14日㈫～26日㈰まで
　「石ころアート」
●英語教室
　12月15日㈬・１月５日㈬　10時
●おはなし会
　12月18日㈯　14時
　１ 月 ８ 日㈯　10時30分
●大人のおりがみ教室
　12月22日㈬　①13時30分
　　　　　　　  ②15時30分
　・申込期限／12月15日㈬まで
　・定員／各10名程度（申込順）
●アメリカの歴史講座
　12月26日㈰　13時30分
●12月の本展
　12月26日㈰まで　「クリスマス」
●ティーンズ展示
　12月26日㈰まで　「“文豪”ってどんな人？？」
●子育て支援コーナー展示
　12月26日㈰まで　「行事と子育て」

今 村 　翔 吾
冲 方 　　　丁
小野寺 　史　宜
川 口 　俊 和
今 野 　　　敏
佐 伯 　泰 英
篠 田 　節 子
真 保 　裕 一
真 保 　裕 一
瀧 羽 　麻 子
辻 村 　深 月
堂 場 　瞬 一
トリイ・ヘイデン
中 山 　七 里
西　 　加 奈 子
貫 井 　徳 郎
早 見 　和 真
藤　本 　ひとみ
町　田 　そのこ
真 藤 　順 丈
真 山 　　　仁
宮城谷 　昌　光
宮城谷 　昌　光
柚 木 　麻 子
鷲 野 　正 明

書 　 　 名 著 　 者
塞王の橋
剣樹抄　2
太郎とさくら
さよならも言えないうちに
ボーダーライト
吉原裏同心　36　陰の人
失われた岬
シークレット・エクスプレス
真・慶安太平記
もどかしいほど静かなオルゴール店
闇祓
幻の旗の下に
うそをつく子
嗤う淑女二人
夜が明ける
邯鄲の島遥かなり　下
笑うマトリョーシカ
死にふさわしい罪
星を掬う
ものがたりの賊
レインメーカー
三国志名臣列伝　魏編
三国志名臣列伝　後漢編
らんたん
詩人別でわかる漢詩の読み方・楽しみ方

大人のおりがみ教室
　大人のおりがみ教室を次のとおり開催します。
参加を希望される方は、中央図書館までお申し込
みください。
◇と　き／ 12 月 22 日㈬
　　　　　 1 クラス…13 時 30 分から
　　　　　 2 クラス…15 時 30 分から
◇ところ／中央図書館
◇内　容／クリスマス
◇材料費／ 150 円
◇定　員／各クラス 10 名程度（申込順）
◇申込期限／ 12 月 15 日㈬まで

【申込・問い合わせ先】
　中央図書館　☎ 62-0273

土庄町商工会移転のお知らせ
　土庄町商工会は、11月29日㈪より次の場所に移
転しましたのでお知らせいたします。
　今後とも、より一層のご厚誼を賜りますようお
願い申し上げます。

【新住所】〒761-4106　土庄町甲611-1
　　　　    ☎　62-0427
　　　　  FAX 62-0488



11Ｒ3.12

12 月 の 行 事 予 定 12月10日～1月9日

毎月19日は

朝ごはんを食べましょう！
『かがわ食育の日』

　　　　12月10日

16日

21日

22日

24日

 １月５日

 7 日

◦１歳児相談
　（R2年11月～12月生まれ）
◦１歳６か月児健診
　（R2年2月～4月生まれ）
◦ことばと聴こえの相談
　
◦すこやかルーム
　（R3年10月生まれ）
◦子育て相談
　（妊婦～子ども）
◦10か月児健診
　（R3年3月生まれ）
◦４か月児健診
　（R3年8月生まれ）
◦理想のカラダづくり教室
　［ハイリスク編］後期コース
　（要予約）

◆ 相 談 案 内 ◆◆ 保健センター ◆◆ 主 な 行 事 ◆
12月12日

 １月５日

 9 日

◦全日本バレーボール小学生大会
　（小豆郡予選大会）
　総合会館（フレトピアホール）
◦新春バレーボール大会
　総合会館（フレトピアホール）
◦土庄町消防出初式
　総合会館（フレトピアホール）

●心配ごと相談および交通事故相談
　　　　　　　　 　（中央公民館）

12月21日㈫　13:00～15:00
１月 4 日㈫　13:00～15:00

●無料法律相談（中央公民館） ※要予約
12月14日㈫　14:00～16:35

●年金相談（中央公民館）※要予約
１月 5 日㈬　10:00～15:00

9:00

9:00

9:00

個別案内

個別案内

個別案内

個別案内

10:00

個別案内

個別案内

13:20

香川県弁護士会  ☎087-822-3693

高松東年金事務所  ☎087-804-0508
◆ 土庄こども園子育て支援室 ◆

12月14日◦リズムで遊ぼう

◦絵本の読み聞かせ

10:30

10:30

※行事は予約が必要です。
※新型コロナウイルス感染症の拡大
　状況により行事を中止する場合が
　あります。

【問い合わせ先】
　土庄こども園子育て支援室
　☎62-0843

17日・22日

マイナンバーカード
申請・交付 休日開庁
12月12日㈰・１月９日㈰

9:00～15:00

令和３年度　土庄町成人式開催のお知らせ令和３年度　土庄町成人式開催のお知らせ
　　　　　 　

　新成人となられる皆さまに、心からお祝いを申し上げます。
　皆さまの輝かしい門出として次のとおり式典を開催します。コロナ禍の成人式のため、縮小・短縮せざ
るを得ない状況とはなりましたが、この成人式は、新成人が大人になったことを自覚し、自ら生き抜こう
とすることをお祝いするものです。人生の節目を迎える新成人の皆さま、思い出に残る素敵な一日を過ご
しましょう。

◆と　き／令和４年１月９日㈰
◆ところ／中央公民館
◆日　程／
　13時～　　 受付
　13時30分　記念撮影（土庄こども園 園庭）　
　　　　　　 ※雨天時は中央公民館内
　13時50分〔第１部〕　式典
　14時30分〔第２部〕　
　　　　　　 思い出のスライドショー上映
　　　　　　 恩師からのお祝いビデオメッセージ上映
　　　　　　 校区ごとに集合写真撮影

◆備　考／
　・当日、案内状に同封の入場券を受付にてご提示
　　ください。
　・新成人１名につき、ご家族が１名入場できます。
　　新成人への案内状に同封のご家族様用入場券を
　　当日、受付にてお渡しください。
　・一般席はありませんので、ご了承ください。
　・会場内では、感染症対策を講じて運営いたしま
　　す。入場される方は、事前に案内状をご確認く
　　ださい。
　・本式典以外においても新しい生活様式に準じ
　　た行動をお願いします。
　・新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に
　　よっては、内容を変更する場合や、やむを得ず
　　開催を中止する場合があります。

【問い合わせ先】　生涯学習課　☎62–7013
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土庄税務署確定申告会場開設のお知らせ

広

告

広

告

令和３年10月１日から
※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が
　定められているものがあります。

香川県最低賃金

【問い合わせ先】
香川労働局労働基準部賃金室

☎087-811-8919

時間額　848 円
今 月 の 納 税

固 定 資 産 税…第３期分
介 護 保 険 料…第４期分
後期高齢者医療保険料…第６期分

納期限 1月４日㈫まで

◇開設期間／（土・日曜日、祝日を除く）
　①所得税・消費税　：２月16日㈬ ～３月15日㈫
　②贈与税・譲渡所得：３月１日㈫ ～３月15日㈫
  ※上の期間より前は、確定申告会場を設置していませんのでご注意ください。ただし、作成済みの申告書
　　などの提出は受け付けています。
◇受付時間／８時30分～16時（相談開始：９時～）
　ただし、入場整理券の配付状況により、16時前であっても受付を終了させていただく場合があります。
◇開設場所／土庄税務署　２階事務室

・会場内の混雑緩和のため確定申告書会場への入場には、「入場整理券」が必要です（作成済み申告書の提
　出のみであれば不要です）。
・入場時の検温を実施しています。37.5度以上の発熱がある場合や咳などの風邪の症状がある場合、検温
　にご協力いただけない場合など感染防止の観点から適切でないと判断したときは入場をお断りさせていた
　だきます。
・発熱などの症状がある方や体調のすぐれない方は、無理をせず、後日改めてご来場ください。
・会場ではマスクを常時着用していただき、会場入口などでの手指消毒をお願いします。
・会場には、申告される方おひとりでお越しください。介助を要するなどの理由により複数名でお越しにな
　る場合も、必要最小限の人数でお越しください。

※国税庁 LINE 公式アカウントはこちら⇒

・入場整理券は会場で当日配付しますが、LINE を通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前
　発行の方法は、① LINE アプリから国税庁 LINE 公式アカウントを友だち追加、②「トーク」画面から「相
　談を申し込む」を選択、③税務署や来場希望日時を選択、④内容を確認して「申込」をタップして完了、
　入場時に申込完了画面を提示すれば入場できます。
・入場整理券の当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できます。なお、入場整理券の配付状況に
　応じて、後日の来場をお願いする場合がありますので、この機会に e-Tax をご利用ください。

【感染症対策のお知らせ】

確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です

【問い合わせ先】　土庄税務署　☎62–1301
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お 知 ら せ

　不登校児童・生徒の学校復帰や
社会的自立を支援する活動を行っ
ています。お困りの方はご相談く
ださい。 
   
●電話・来所・訪問相談
  学校を休みがち・いじめ・進路な
ど教育について子どもや保護者か
ら相談を受け付けています。
　また、スクールカウンセラーと
の面談も可能ですので、合わせて
ご利用ください。
▶受付時間／
　月～金曜日（祝日を除く）
　８時30分～17時

　たこあげは、電線のない広い場
所でしましょう。
　たこが電線にかかったら、絶対
に自分たちで取らず、すぐに中国
電力にお知らせください。
▶連絡先／
　中国電力ネットワーク㈱
　小豆島ネットワークセンター
　☎0120-414-267

募　　　集

相談・説明会
　　

　　 　　

土庄町社会福祉協議会職員

小豆地区教育支援センター
「若竹教室」からのお知らせ

中国電力ネットワークから
のお知らせ

◦交渉や受け渡しなどは当事者間での話し合いとなります。
◦リユース用品は、町でお預かりできません。
◦故障しているもの、家電４品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン）は登録できません。
◦リサイクル用品の情報は町役場住民環境課（☎62-7010）にご連絡ください。

町内の

町 の

町 の

島 の

小豆島

島の主要 島の

吉田ダム
殿川ダム
山田ダム

11月20日
1,290,000 ㎥

580,000 ㎥
194,000 ㎥

利水容量
1,205,760 ㎥

322,300 ㎥
191,700 ㎥

貯水量
93.5％
55.6％
98.8％

貯水率
殿川ダム
吉田ダム
豊　　島

観測地

区　分 11月1日 前月比 前年比 10月の動き
人　口

男
女

世帯数

11月1日
人　　口

男
女

世 帯 数

出 生
死 亡
転 入
転 出

3
17
18
21

12,555
5,916
6,636
5,626

小豆郡
26,125
12,399
13,726
11,718

土庄町
12,555
5,916
6,639
5,626

小豆島町
13,570
6,483
7,087
6,092

△17
△ 7
△10
△10

△291
△129
△162
△160

　56 ミリ
　70 ミリ

34 ミリ

11月1日～19日
16 ミリ
31 ミリ

△8 ミリ

前年比

出動件数　　51 件
搬送人員　　49 人

町内の救急・火災概況（10 月分）

出火件数　　　0 件
焼損面積　　　0 ㎡

救　　急 火　　災

火災ゼロ 275 日間継続中（10 月 31 日現在）

発生件数
死亡者数
負傷者数

区　分
2 件
0 人
2 人

10月
5 件
0 人
6 人

1月からの累計

ゆずります　　（10月～11月分） さがしてます　（10月～11月分）

•野外写生セット※有償　•ベビーベッド
•炊飯器　　　　　　　　•スーツ５着
•バウンサー　　　　　　•ネクタイ10本

　
•シーカヤック
•テント
 

相談員および事務職
（嘱託職員）

①福祉業務に理解のある
方（ただし、社会福
祉士資格取得者また
は令和３年度に実施
される資格試験に合
格見込みの方を優先
します。）

②普通自動車運転免許を
有する方または採用
予定日までに取得見
込みの方

③ Word・Excel が扱え
　る方

①申込書（所定のもの）
②最終卒業学校の卒業証

明書の写しまたは卒業
見込み証明書（卒業証
書の写し可）

③資格取得者は資格証書
または資格証書の写し

土庄町社会福祉協議会
事務局
☎ 62-2700

１名

令和 4 年 4 月 1 日

別途通知

12 月 10 日㈮～
令和 4 年 1 月 14 日㈮
平日 9 時～ 17 時

採用予定年月日

募 集 人 員

申 込 書 類

応 募 資 格

申 込 期 間

区 分

試 験 日 時
・ 場 所

申 込 ・
問い合わせ先

●親の会
　学校を休みがちな子どもの保護
者が、悩みや子どもとの接し方な
どについて話す会を開いています。
▶開催時期／随時
▶問い合わせ先／
　小豆地区教育支援センター
　「若竹教室」（土庄中学校東側）
　☎62-6200
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　11月17日㈬、「県政について話そう」知事意見交換会が開催され、小豆
島石節振興会の皆さんと浜田県知事が意見交換を行いました。
　この意見交換会は、「県民参加の開かれた県政」を推進するために知事
と県民とが意見交換を行うことで、様々な意見や要望を県政に反映させる
ことを目的として実施されているものです。
　初めに同会メンバーによる石節が披露され、その後の意見交換の場では、
石節の歴史や文化としての希少性、同会の現状などを知事に説明し、古く
から伝わる伝統文化を後世に継承するため、意見を交わしました。
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環境にやさしい路線バスを利用しましょう！

総　　務　　課　☎62−7000
　消費生活相談窓口
企 画 財 政 課　☎62−7014
税　　務　　課　☎62−7001
住 民 環 境 課
　戸籍・住民票　☎62−7003
　衛 生・環 境　☎62−7010
　人 権 推 進 室　☎62−7015

健 康 福 祉 課　☎62−7002
（やすらぎプラザ）
商 工 観 光 課　☎62−7004
出　　納　　室　☎62−7005
建　　設　　課　☎62−7006
農 林 水 産 課　☎62−7007
議 会 事 務 局　☎62−7011
教 育 総 務 課　☎62−7012
生 涯 学 習 課　☎62−7013

中 央 公 民 館　☎62−0238
大 鐸 公 民 館　☎62−0704
北 浦 公 民 館　☎65−2050
四 海 公 民 館　☎64−5050
豊 島 公 民 館　☎68−2050
大 部 公 民 館　☎67−2050
戸 形 公 民 館　☎62−0108
渕 崎 公 民 館　☎62−5990
中 央 図 書 館　☎62−0273

総 合 会 館　☎62−7077
（フレトピアホール）
小豆島中央病院　☎75−1121
土 庄 診 療 所　☎62−1212

☎75−1400

く ら し の ダ イ ヤ ル

香川県広域水道企業団
小豆ブロック統括センター

☎62−1234

特定健康診査実施中！

　とのしょうプレミアム付商品券を12月１日㈬から販売しています。
　当選者宛に郵送している購入引換券を持参のうえ、令和４年１月31日㈪までに高松信用金庫土庄支店（営
業時間：９時～15時）で購入してください。※駐車場は旧町役場をご利用ください。

　１セット10,000円で13,000円分の商品券が
一人２セットまで購入できます。
　１セット（17枚）の構成は次のとおりです。
　・中小店舗専用券（1,000円券）…６枚
　・中小商店・大型店舗共通使用券（1,000円券）
　　…３枚
　・飲食店専用券（500円券）…８枚

　令和３年12月１日㈬～令和４年２月28日㈪

  広報とのしょう11月号折込のチラシまたは町
ホームページにてご確認ください。
https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyosei/
sangyo/shoko/1852.html

◇概要 ◇使用期間

◇取扱店舗

【問い合わせ先】　商工観光課　☎62–7004

とのしょうプレミアム付商品券に関するお知らせとのしょうプレミアム付商品券に関するお知らせとのしょうプレミアム付商品券に関するお知らせ


